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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年５月２日 ２１時４７分ごろ 

発生場所 阪神港神戸区 

 神戸空港東進入灯施設灯から真方位１６４°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３７.８′ 東経１３５°１４.６′） 

事故の概要  貨物船裕
ゆう

吉
きち

福
ふく

は、東進中、また、プレジャーボート第三漁
りょう

幸
こう

丸

は、南進中、両船が衝突した。 

 裕吉福は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、第三漁幸丸は、

船首部に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年５月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 裕吉福、２５２トン 

１４２０６３、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、望月海運株式会社 

   ４９.９５ｍ×８.００ｍ×３.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２５年１１月１３日 

Ｂ プレジャーボート 第三漁幸丸、７.９トン 

   ２５０－２００４８大阪、個人所有 

   １１.９５ｍ（Lr）×２.９８ｍ×１.３０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３６４.０７kＷ、平成２年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５０年５月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年６月２日 

    免状有効期間満了日 平成３２年７月４日 

  航海士Ａ 男性 ３７歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１２年３月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年２月２４日 

    免状有効期間満了日 平成３２年３月２６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年２月４日 

    免許証交付日 平成２６年３月６日 

           （平成３２年２月３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１人が乗り組み、コイル約５９５

ｔを積載し、平成２９年５月２日１８時３０分ごろ兵庫県尼崎
あまがさき

市

左門
さ も ん

殿
ど

川右岸の岸壁に向けて同県姫路市姫路港を出港した。 

 船長Ａは、出港操船の後、１８時５０分ごろ航海士Ａに船橋当直を

任せて降橋した。 

 Ａ船は、法定灯火を表示し、航海士Ａが単独で船橋当直につき、阪

神港神戸区の港域内に入り、真方位約０８３°の針路及び約１０.６

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、兵庫県神戸市神戸

空港南方沖を自動操舵により航行した。 

 Ａ船は、神戸空港南東方沖を東進中、航海士Ａが、時折船首方を見

て、４海里レンジとしたレーダー画面を主に見ながら船橋当直に当た

っていたところ、左舷船首至近にＢ船の作業灯の白光を認め、右舵一

杯を取るとともに機関の回転数を下げたものの、２１時４７分ごろそ

の左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、自室にいたところ機関操作による振動を感じ、昇橋して

本事故の発生を知り、Ａ船及びＢ船の負傷者の有無、損傷状況等を確

認した後、船長Ｂに海上保安庁への本事故発生の通報を任せた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１３人を乗せ、神戸空港周

辺での釣り等の目的で、１７時３０分ごろ阪神港神戸区に向けて大阪

府阪南港を出港した。 

 船長Ｂは、釣り等を終え、２１時４０分ごろ神戸空港東側護岸付近

を出発して帰途につき、法定灯火を表示した上、前部甲板及び後部甲

板の作業灯を点灯し、両甲板で掃除を行っていた同乗者の様子を見な

がら、約５knの速力で、同空港東方沖を手動操舵により南進した。 

 Ｂ船は、神戸空港南東方沖を南進中、船長Ｂが、船室外の甲板上を

移動していた同乗者を見ながら操船していたところ、近くにいた別の

同乗者の指摘を受けて目前にＡ船の紅灯１個を認め、左舵を取り始め

たものの、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、Ｂ船の負傷者の有無、損傷状況等を確認した後、同乗し

ていた船舶所有者に海上保安庁への本事故発生の通報を任せた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
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参照） 

 その他の事項  航海士Ａは、時折船首方を見ていたものの、主に見ていたレーダー

で他船の映像を認めなかったので、航行の支障となる他船はいないも

のと思っていた。 

 船長Ｂは、前部甲板及び後部甲板で同乗者が行っていた掃除の様子

を見ており、また、掃除を終えたあとも、前部甲板に置いてあった飲

み物を取りに甲板上を移動していた同乗者が落水しないかと気にかけ

て見ていたので、衝突するまでＡ船に気付かなかったものと本事故後

に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、阪神港神戸区の神戸空港南東方沖を東進中、航海士Ａが、

航行の支障となる他船はいないものと思い、目視により周囲の状況を

絶えず確認するなど、見張りを適切に行っていなかったことから、南

進しているＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 航海士Ａは、時折船首方を見ていたものの、主に見ていたレーダー

で他船の映像を認めなかったことから、航行の支障となる他船はいな

いものと思い、船橋当直を続けたものと考えられる。 

 Ｂ船は、阪神港神戸区の神戸空港南東方沖を南進中、船長Ｂが、船

室外の甲板上にいた同乗者の行動を見ることに気を取られ、目視によ

り周囲の状況を絶えず確認するなど、見張りを適切に行っていなかっ

たことから、東進しているＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

 船長Ｂは、同乗者が落水しないかと気にかけていたことから、船室

外の甲板上にいた同乗者の行動を見ることに気を取られていたものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、阪神港神戸区において、Ａ船が東進中、Ｂ船が南

進中、航海士Ａ及び船長Ｂが共に、目視により周囲の状況を絶えず確

認するなど、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・目視により周囲の状況を絶えず確認するなど、常時適切な見張り

を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
船首方位※ 

（°） 

対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

21:40:03 034-37-32.8 135-13-08.4 085 085.0 10.5 

21:40:33 034-37-33.2 135-13-14.6 083 083.0 10.3 

21:41:06 034-37-33.9 135-13-21.3 082 082.8 10.6 

21:41:33 034-37-34.6 135-13-27.1 082 081.0 10.5 

21:42:34 034-37-36.2 135-13-39.8 083 081.8 10.5 

21:43:33 034-37-37.6 135-13-52.1 081 080.9 10.5 

21:44:06 034-37-38.5 135-13-58.7 079 081.1 10.8 

21:44:33 034-37-39.4 135-14-04.5 080 080.3 10.6 

21:45:06 034-37-40.3 135-14-11.2 080 081.3 10.8 

21:45:34 034-37-41.1 135-14-17.1 076 076.3 10.6 

21:46:33 034-37-43.7 135-14-29.5 073 073.3 10.6 

21:47:03 034-37-45.3 135-14-35.6 073 072.6 10.7 

21:47:36 034-37-45.5 135-14-41.6 126 121.5 8.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は、

真方位である。 


